
第６号様式 

随意契約について 

公表年月日 令和 8 年 5 月 1 日 

担 当 課 

日暮クリーンセンター 

東部クリーンセンター 

予防衛生課 

健康推進課 

保育課 

21 世紀の森と広場管理事務所 

契約業者名・住所 
（公社）千葉県ＬＰガス協会 松戸支部 

松戸市南花島１‐７‐２ 

工事等の名称 プロパンガスの供給（単価契約） 

工事等の場所 松戸市が指定する場所 

種 別 物品（燃料・電力） 

工事等期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9年 3 月 31 日まで 

契約金額 

小型メーター（メーター使用料を含む） 1,000 円 

大型メーター（メーター使用料を含む） 4,000 円 

従量料金        1 ㎥につき  390 円 

工事等の概要 市内指定場所へのプロパンガスの供給 

随意契約の理由 公益社団法人千葉県ＬＰガス協会は、県内のＬＰガス販売事業者により構成され、域内のＬＰガスの安定供給の確保及

び事故・災害防止、治安の維持、環境問題を含めた地域社会の健全な発展と県民福祉の向上に寄与することを目的とした

事業活動を行う組織であり、松戸支部には市内 20 の事業者が加盟しています。 当契約は市内の広範な施設において供給

を求めるものであり、災害等緊急時においても、速やかかつ安定的に供給を受ける必要があります。 

市内においてこれを実現できるのは当該協会に限定されることから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規

定により、随意契約することが妥当かつ最適であると思料するものです。 


